
 

 

役員の報酬等に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人国際環境技術移転センター（以下「この法人」という。）

定款第３０条の規定に基づき、役員の報酬及び費用に関して必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）「役員」とは、この法人の理事及び監事をいう。 

（２）「常勤理事」とは、理事のうちこの法人を主たる勤務場所とする者をいう。 

（３）「非常勤役員」とは、役員のうち、「常勤理事」以外の者をいう。 

（４）「報酬等」とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び

退職金であり、その名称を問わない。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 この法人は、常勤理事及び監事に、職務執行の対価として報酬を支給することが

できる。 

２ 常勤理事及び監事に対する各年度の報酬等の総額は、次の金額の範囲内とする。 

    常勤理事合計  １，３００万円 

    監事合計       ４０万円 

３ 常勤理事の退職に当たっては、その在任期間に応じて退職金を支給することができる。  

 

（報酬の額の決定） 

第４条 この法人の常勤理事の報酬の月額は、別表１の報酬月額表のとおりとし、各々の

常勤理事の報酬月額は、報酬月額表のうちから、理事長が理事会の承認を得て決定する

ものとする。 

２ 常勤理事には、前項の報酬の月額以外に別途、期末手当、勤勉手当、地域手当及び通

勤手当を支給する。ただし、専務理事には地域手当は支給しない。 

３ 期末手当及び勤勉手当の支給割合は、別表２のとおりとする。 

４ この法人の監事の報酬の年額は、別表３のとおりとする。 

 

（報酬の支給） 

第５条 この法人の常勤理事の報酬の支給日、支給方法等に係る詳細については、別に定

めるこの法人の職員を対象とする給与規程「以下「給与規程」という。」に準じる。 



 

 

２ この法人の監事の報酬は、１０月及び３月に、年額の２分の１に相当する額を支給す

る。 

 

（退職金） 

第６条 常勤理事が退職した場合には、退職金を支払うことができる。 

２ 常勤理事の退職金の支払いの詳細については、評議員会の決議を得て理事長が定める。 

 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行う。 

 

（補則） 

第８条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。 

 

 附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１ 常勤理事報酬月額表 

４４９，６００円 

３８４，７００円 

３６３，０００円 

３２０，３００円 

２９４，３００円 

２７８，７００円 

２５８，４００円 

２１４，０００円 

１８６，３００円 

 

別表２ 常勤理事期末手当・勤勉手当支給割合 

区分 ６月支給分 １２月支給分 

期末手当 １００分の１２５以内 １００分の１５０以内 

勤勉手当 １００分の７０以内 １００分の７０以内 

 

別表３ 監事報酬年額表 

監事報酬年額 ２００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


